
【申請手続き等の流れ】 【注意事項等】

③事業内容の変更・廃止
　該当する場合には、ご相談ください。
　※該当しない場合は④へ進む

⑤請求
　下記様式を町へ提出してください。

　□交付請求書<第９号様式>

⑥振込確認

①申請
　下記様式を町へ提出してください。

　□第１号様式
　□事業説明資料

松田町地域力向上促進事業助成金

町から振込口座へ助成
金を振り込みます。

内容を審査し、後日町
から交付確定通知書を
送付します。

内容を審査し、後日町
から交付決定通知書を
送付します。

　町では、自主性・主体性に基づき地域の魅力や、にぎわいを向上させる事業に対し
て、「地域力向上促進事業助成金」を交付し応援しています。
　本助成金に関するご相談は随時受け付けておりますので、担当までご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先：政策推進課経営戦略係☎（83）１２２２

事業開始前に申請
し、交付決定を受け
てください。

事業を開始すること
が可能となります。

事業の完了日より、
１カ月以内に必ず提
出してください。

②交付決定、事業開始
　交付決定通知書の受領

④事業報告
　下記様式を町へ提出してください。

　□第７号様式
　□添付書類（振込口座のコピー）
　□添付書類（領収書のコピー）
　□添付書類（日報）
　□添付書類（写真）


